
保護者様各位 

 

 2-3年生対象高等学校等就学支援金申請が始まります。 

 

  1.申請手順  

 

  高等学校等就学支援金 課税地確認書を学校へ提出  ※別紙参照 

 

 

  清和学園高等学校経由で就学支援金申請書（課税地確認書）を提出 

 

 

 

 

 

  各ご家庭の課税地を確認して         課税地に変更及び確認が取れ 

  変更がない場合のみ支給が学校        ない場合は、別の申請用紙を 

  にあります。                提出してもらいます。 

 

 

                        再度、課税地の確認がとれた場合 

                        学校に支給されます。 

 

  2.提出締め切り 

      ※ 清和学園高等学校 1階事務室にご提出願います。 

         週一コ－ス   6月 1日 

         3年生     6月 4日 

         2年生     6月 5日 

      ※ 登校日に出席できない場合は、郵送（清和学園着）でも受け付けします。 

 

   

  3.担当   清和学園高等学校 事務 水村 ｔｅｌ 049-292-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税地の確認取れた場合 

 

課税地の確認取れない場合 

 



　該当する項目の□にチェック☑を入れてください。

入れた方は、以下の項目を記入してください。

□2020年1月1日時点で日本国内
　  に住所を有していない。

市  区
町  村

市  区
町  村

当てはまる場合は□にチェック

□2020年1月1日時点で日本国内
　  に住所を有していない。

□2020年1月1日時点で日本国内
　  に住所を有していない。

□2020年1月1日時点で日本国内
　  に住所を有していない。

□2020年1月1日時点で日本国内
　  に住所を有していない。

5
都  道
府  県

4
都  道
府  県

3
都  道
府  県

2
都  道
府  県

No. 課税地が変更となる保護者等の氏名

1
都  道
府  県

2020年1月1日時点の課税地

市  区
町  村

市  区
町  村

市  区
町  村

令和2年  　　月　　　日

高等学校等就学支援金　課税地確認書

生徒氏名（自署）

学年/組/番号

【確認事項】

　 高等学校等就学支援金の受給資格の審査では、課税地（住民票住所を有する市区町村）で課税された税額情報が
必要です。課税地は本年の1月1日時点（申請又は届出を行う月が4月～6月の場合には、その前年の1月1日時点）の
所在地（住民票住所を有する市区町村）によって決まります。そのため、本年の1月1日時点の所在地と前年の1月1日
時点の所在地に変更がないか確認する必要があります。
　 つきましては、以下の【確認事項】に御記入願います。

科目 自動車科・調理科・普通科平日・普通科週一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　□同じです。　　　　　　　　　　　□同じではありません。

② ①で「同じではありません。」にチェックを

年　　1組　　　番

①2019年1月1日時点と2020年1月1日時点の課税地（住民票住所を有する市区町村）は同じですか。

2020年4月～6月に申請する場合の課税地→A市（2019年1月1日時点の住所）

2020年7月～2021年3月に申請する場合の課税地→B市（2020年1月1日時点の住所）

※必ずしも申請時の住所とは限りませんので注意してください。

C市B市A市

2019年1月 2020年1月

補足：課税地の例（A市→B市→C市と引っ越している場合）


